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令和２年第５回 蓮田市農業委員会総会議事録 

 

 

蓮田市農業委員会（会長）萩原和夫は、令和２年第５回蓮田市農業委員会総会を市役所西

棟第３・第４会議室において開催するにあたり、各委員を招集する。 

 

１ 開催日時  令和２年５月２５日（月） 午後２時００分 

 

２ 閉会日時  令和２年５月２５日（月） 午後４時１５分  

 

３ 出席委員（１４人） ※番号は議席番号 

   １番 野口 勇     ２番 門井 隆      ３番 齋藤 重信 

   ４番 萩原 和夫    ５番 竹内 昭一     ６番 原田 順一 

   ７番 𠮷岡 政広    ８番 杉﨑 國昭       ９番 髙橋 建一 

１０番 寺田 進    １１番  竹内 幸男     １２番 岩﨑 久       

１３番 篠﨑 明   １４番 齋藤 博司       

 

４ 欠席農業委員（０人）      

    

５ 出席推進委員（６人） ※（ ）内は担当地区 

  （平野）山口 実      （平野）石井 正孝  （黒浜）澁谷 秀男 

  （黒浜）山本 寿一  （蓮田）常見 淳   （蓮田）山口 惠司 

 

６ 欠席推進委員（０人）    

 

７ 議事日程 

  第１ 議事録署名委員の指名について 

  第２ 議案第１号 農用地利用集積計画による利用権の設定について（賃借関係） 

     議案第２号 農地法第３条第１項の規定による許可申請の許可について 

議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請の許可について 

    議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請の許可について 

追加議案第１号 令和元年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価 

及び令和２年度の目標及びその達成に向けた活動計画について 

    報 告 １ 農地法第３条の３第１項の規定による届出の受理について 

     報 告 ２ 農地法第５条第１項第６項の規定による届出の受理について 

 

８ 出席した農業委員会事務局職員（２人） 

    事務局長    柴田 賢次 

   事務局副主幹  左右田 尚紀  
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９ 傍聴人（０人） 

  なし 

 

１０ 会議の概要 

 

（事務局） 

 ただ今より、令和２年第５回蓮田市農業委員会総会を開催したいと思います。開会に先立

ちまして、会長より挨拶をいただきたいと思います。 

 

（会 長）― 会長挨拶 ― 

 

（事務局） 

ありがとうございました。以降の進行につきましては、会議規則により萩原会長にお願い

いたします。 

  

（議 長） 

令和２年３月２５日に開催いたしました､令和２年第３回農業委員会総会の議事録（案）及

び令和２年４月２４日に開催いたしました､令和２年第４回農業委員会総会の議事録（案）に

ついて事前に送付をさせていただき、委員の皆様方においては確認をしていらっしゃること

と思います。事前に委員の方からご指摘からありました修正箇所がございますので事務局よ

り説明いたします。 

 

― 議事録の確認 ― 

 

（議 長） 

 それでは、私の署名に続きまして、令和２年第３回農業委員会総会の議事録につきまして

は●●●●、●●●●にご署名をいただきます。また、令和２年第４回農業委員会総会の議

事録につきましては●●●●、●●●●にご署名をいただきます。 

本日の委員の出席状況について報告をいたします。農業委員において、欠席者はなく、１

４名全員の出席をいただいております。 

従いまして、本日の総会は成立をいたします。また推進委員さんに欠席者はなく、６名全

員の出席をいただいております。 

次に、本日の議事録署名人の指名をいたします。●●●●、●●●●にお願いいたします。 

それでは、ただ今から議事に入ります。本日の提出議案は事前に配布いたしました資料の

とおりでございます。農地法などの法令許可に関する議案は、議案第１号から議案第４号ま

でとなります。報告案件は、報告１から報告２となります。また、本日、追加議案が１件ご

ざいます。 

初めに、２ページの２ページの議案第１号「農用地利用集積計画による利用権設定につい

て（貸借関係）」でございます。議案第１号について、事務局説明をお願いいたします。 
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（事務局） 

 数か所修正をいたします。番号１は（新）ではなく（再）となります。 

次に、番号３の貸付人「●●●●」は「●●●●」となります。 

次に、番号５の経営面積「●●●●a」は「●●●●a」となります。 

最後に、番号７の利用権終期「令和５年」は「令和７年」となります。修正をお願いいた

します。 

― 議案第１号、議案書朗読 ― 

 

（議 長） 

議案第１号の番号２につきまして担当地区委員さんから説明をお願い申し上げます。 

 

（委 員） 

－ 所在地についての説明 － 

 

貸付人に話を伺ったところ、今までは主に野菜を栽培していましたが、最近は耕している

だけだったため誰かに貸したいと思っていたところ、借受人が５年間借用してくれることに

なったようです。 

 

（議 長） 

 ありがとうございました。事務局の方で何かございますか。 

 

（事務局） 

 ございません。 

 

（議 長） 

ただ今の説明の内容について、ご質問ご意見等はございますか。 

 

なし。 

 

（議 長） 

それでは質問がないようでございますので、採決をいたします。 

議案第１号の番号２について承認することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。 

全員の方賛成でございます。 

よって、議案第１号の番号２については承認をすることにいたします。 

続きまして、議案第１号の番号３について担当地区委員さんの方から説明をお願い申し上

げます。 

 

（委 員） 

－ 所在地についての説明 － 
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ここは、今まで１０年以上耕作放棄され木も生え、どうしたらよいかと周辺の農家も悩ん

でいたところ、借受人が開墾して作物を作るということになったようです。貸付人だけでな

く周辺の農家も助かっているそうです。 

特に貸借について、問題はないと思いますが、皆様方のご審議のほどよろしくお願いいた

します。 

 

（議 長） 

ありがとうございました。事務局の方で何かございますか。 

 

（事務局） 

 ございません。 

 

（議 長） 

議案第１号の番号３の説明の内容について、ご質問ご意見等はございますか。 

 

なし。 

 

（議 長） 

それでは質問がないようでございますので、採決をいたします。 

議案第１号の番号３について承認することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。 

全員の方賛成でございます。 

よって、議案第１号の番号３については承認をすることにいたします。 

続きまして、議案第１号の番号４について担当地区委員さんの方から説明をお願い申し上

げます。 

 

（委 員） 

番号４、番号６、番号７、番号８について関連がございますので、一括してご説明申し上

げたいと思います。 

 

－ 所在地についての説明 － 

 

番号８の貸付人は、他の貸付人のお母様です。 

昨年までは野菜等が作付けされ、よく管理されている農地です。昨年まで●●●●さんが

「●●●●」に加入して野菜の販売等を行っていましたが、高齢となり、二人の息子さんも

働きに出ているので耕作が難しく、借受人にお願いして承諾いただいたようです。 

 

（議 長） 

 ありがとうございました。事務局の方で何かございますか。 
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（事務局） 

 ございません。 

 

（議 長） 

それではただ今の議案第１号の番号４、番号６、番号７、番号８の内容について、ご質問

ご意見等はございますか。 

 

なし。 

 

（議 長） 

質問がないようでございますので、採決をいたします。 

議案第１号の番号４・番号６・番号７・番号８について承認することに賛成の方は、挙手

をお願いいたします。 

全員の方賛成でございます。 

よって、議案第１号の番号４、番号６、番号７、番号８については承認をすることにいた

します。 

続きまして、議案第１号の番号５について、担当地区委員さんの方から説明をお願い申し

上げます。 

 

（委 員） 

 － 所在地についての説明 － 

 

 昨年までは所有者が耕作をしていましたが、水田管理のため自転車で見回りをしていたと

ころ転倒し、怪我を負ってしまったため、現在は病院でリハビリ中です。そのため、今後の

耕作が難しくなり、借受人へお願いし貸し出したようです。 

昨年まで水田として利用していたので、作付けは支障がないと思われます。 

 

（議 長） 

 ありがとうございました。事務局の方で何かございますか。 

 

（事務局） 

 ございません。 

 

（議 長） 

ただ今の議案第１号の番号５の内容について、ご質問ご意見等はございますか。 

 

なし。 
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（議 長） 

それでは質問がないようでございますので、採決をいたします。 

議案第１号の番号５について承認することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。 

全員の方賛成でございます。 

よって、議案第１号の番号５については承認をすることにいたします。 

続きまして、議案第１号の番号９について担当地区委員さんの方から説明をお願い申し上

げます。 

 

（委 員） 

－ 所在地についての説明 － 

 

申請地は姉妹で所有しており、●●に住む妹さんに話を聞いたところ、これまで耕作する

ことなく荒れ地になっていましたが、●●地区内の知人紹介で借受人が見つかり、３年間貸

付することになったようです。 

借受人は●●●の会社に勤務しており、同じ●●に畑を借りているようです。畑仕事が好

きで、休みの日も朝から作業をしているようです。今回、定年退職となるため、家の近くの

農地を探していたところ、申請地が見つかり借り受けることになったようです。農機具に関

しては所有していないようなので、友人等から借りるかレンタルを検討しているようです。 

申請地は良好に管理されていますので、問題ないと思います。皆様方のご審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

 

（議 長） 

 ありがとうございました。事務局の方で何かございますか。 

 

（事務局） 

 ございません。 

 

（議 長） 

それでは番号９の説明の内容について、ご質問ご意見等はございますか。 

 

（委 員） 

 借入経営面積ですが、●●ａだけですか。 

 

（委 員） 

 ●●●内で借りている農地の面積となります。 

 

（事務局） 

 提出資料にも自作地●●㎡とありますので、間違いはないかと思います。 
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（議 長） 

 他に質問はありますか。 

 

 なし。 

 

（議 長） 

それでは質問がないようでございますので、採決をいたします。 

議案第１号の番号９について承認することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。 

全員の方賛成でございます。 

よって、議案第１号の番号９については承認をすることにいたします。 

続きまして、議案第１号の番号１０につきまして、担当地区委員さんの方から説明をお願

い申し上げます。 

 

（委 員） 

 － 所在地についての説明 － 

 

今まで貸付人が耕作していましたが、健康上の都合により１人で耕作することが難しくな

りました。息子さんが手伝っていましたが、貸付人の介護と自分の仕事もあり、とても耕作

できないということで借受人を探していたところ、近くで別の農地を借りている借受人が了

解してくれたとのことです。  

特に問題はないかと思いますが、皆様方のご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

（議 長） 

 ありがとうございました。事務局の方で何かございますか。 

 

（事務局） 

 ございません。 

 

（議 長） 

議案第１号の１０番の内容について、ご質問ご意見等はございますか。 

 

なし。 

 

（議 長） 

それでは質問がないようでございますので、採決をいたします。 

議案第１号の番号１０について承認することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。 

全員の方賛成でございます。 

よって、議案第１号の番号１０については承認をすることにいたします。 

続きまして、議案第１号の番号１１につきまして、担当地区委員さんの方から説明をお願
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い申し上げます。 

 

（委 員） 

－ 所在地についての説明 － 

 

今まで、相対で賃借していましたが所有者が亡くなり、息子さんが相続したことを機にき

ちんと届出をすることになったようです。 

今まで問題なく賃借していた農地ということなので、特に問題はないかと思いますが、皆

様方のご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

（議 長） 

 ありがとうございました。事務局の方で何かございますか。 

 

（事務局） 

 ございません。 

 

（議 長） 

議案第１号の番号１１の説明の内容について、ご質問ご意見等はございますか。 

 

なし。 

 

（議 長） 

それでは質問がないようでございますので、採決をいたします。 

議案第１号の番号１１について承認することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。 

全員の方賛成でございます。 

よって、議案第１号の番号１１について承認をすることにいたします。 

続きまして、議案第１号の番号１２について、担当地区委員さんの方から説明をお願い申

し上げます。 

 

（委 員） 

－ 所在地についての説明 － 

 

お互い賃借の意思を確認し、特に問題はないかと思いますが、皆様方のご審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

 

（議 長） 

 ありがとうございました。事務局で何かございますか。 
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（事務局） 

 ございません。 

 

（議 長） 

議案第１号の番号１２の説明の内容について、ご質問ご意見等はございますか。 

 

なし。 

 

（議 長） 

それでは質問がないようでございますので、採決をいたします。 

議案第１号の番号１２について承認することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。 

全員の方賛成でございます。 

よって、議案第１号の番号１２については承認をすることにいたします。 

続きまして、議案第１号の番号１３につきまして、担当地区委員さんの方から説明をお願

い申し上げます。 

 

（委 員） 

－ 所在地についての説明 － 

 

農業委員会事務局の紹介で賃借することになったようで、今までは貸付人が家庭菜園程度

の耕作をし、管理していたそうです。 

特に問題はないかと思いますが、皆様方のご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

（議 長） 

 ありがとうございました。事務局の方で何かございますか。 

 

（事務局） 

 ございません。 

 

（議 長） 

議案第１号の番号１３の説明の内容について、ご質問ご意見等はございますか。 

 

なし。 

 

（議 長） 

それでは質問がないようでございますので、採決をいたします。 

議案第１号の番号１３について承認することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。 

全員の方賛成でございます。 

よって、議案第１号の番号１３については承認をすることにいたします。 
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続きまして、議案第１号の番号１４につきまして、担当地区委員さんの方から説明をお願

い申し上げます。 

 

（委 員） 

－ 所在地についての説明 － 

 

今まで耕作・管理をしてきた農地です。借受人に話を聞いたところ、農業委員会事務局よ

り紹介された農地であり、これからも拡張したいので貸し農地があったら紹介してほしいと

のことでした。 

貸付人は入院しているようでお会いできませんでしたが、特に問題はないかと思います。

皆様方のご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

（議 長） 

 ありがとうございました。事務局の方で何かございますか。 

 

（事務局） 

 番号１２・１３・１４の借受人は若い方であり、●●歳です。●●●●を卒業し、●●●

●にある●●●●に勤務しているようです。お若いですが、蓮田で大々的に事業をする意欲

のある方なので、非常に注目をしているところです。 

 

（議 長） 

ただ今、議案第１号の番号１４の内容について担当委員さんと事務局より説明がありまし

たが、ご質問ご意見等はございますか。 

 

なし。 

 

（議 長） 

それでは質問がないようでございますので、採決をいたします。 

議案第１号の番号１４について承認することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。 

全員の方賛成でございます。 

よって、議案第１号の番号１４については承認をすることにいたします。 

続きまして、再設定分の議案第１号の番号１５から番号２１までについては、説明を省略

させていただきます。議案第１号の番号１５から番号２１の中で、ご質問ご意見等はござい

ますか。 

 

（委 員） 

 以前も質問していたら申し訳ありませんが、１筆で●●●●㎡や●●●●㎡など大きなも

のがありますが、何か理由があるのでしょうか。自分の担当地区にはないものですから、疑

問に思いました。 
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（事務局） 

 理由についてはわかりかねますので、こちらで調べて後日回答いたします。 

 

（議 長） 

他に質問はありますか。 

 

なし。 

 

（議 長） 

それでは質問がないようですので、採決をいたします。 

議案第１号の番号１５から番号２１までについて承認することに賛成の方は、挙手をお願

いいたします。 

全員の方賛成でございます。 

よって、議案第１号の番号１及び番号１５から番号２１までについても承認をすることに

いたします。 

次に、議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請の許可」でございます。議案第２

号について、事務局の朗読をよろしくお願いいたします。 

 

（事務局）― 議案第２号、議案書朗読 ― 

 

（議 長） 

議案第２号の番号１につきまして、担当地区委員さんの方から説明をお願い申し上げます。 

 

（委 員） 

－ 所在地についての説明 － 

 

元々は亡くなった所有者が跡取りで●●●を営んでいましたが、景気の良い時に土地に手

を出し借金をしてしまったようで、相続放棄で弁護士が相続財産管理人になっています。親

族である●●●●さんに、今まで競売等をしなかったのか聞いたところ、農地であったため

誰も買う人がいないということで、兄弟で誰か買ってくれないかと話があったようです。●

●●●さんの妻の兄が譲受人ということで声がかかったようで、これを引き受けたようです。

農地ということで誰も買い手がつかないようで、兄弟で何とかしないといけない、というこ

とのようです。売買価格は、今までの税額と同等くらいとのことでした。 

特に問題はないと思いますが、皆様方のご審議のほどよろしくお願いいたします。補足等

がありましたら、事務局から説明をお願いします。 

 

（議 長） 

 ありがとうございました。事務局の説明はございますか。 
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（事務局） 

 ございません。 

 

（議 長） 

議案第２号の番号１について担当委員さんの説明のとおりでございます。それではただ今

の内容について、ご質問ご意見等はございますか。 

 

なし。 

 

（議 長） 

それでは質問がないようでございますので、採決をいたします。 

議案第２号の番号１について承認することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。 

全員の方賛成でございます。 

よって、議案第２号の番号１については承認をすることにいたします。 

続きまして、議案第３号「農地法第４条第１項の規定による許可申請の許可についてでご

ざいます。議案第３号につきまして、事務局の朗読をお願いします。 

 

（事務局）― 議案第３号、議案書朗読 ― 

 

（議 長） 

議案第３号の番号１につきまして、担当地区委員さんの方から説明をお願い申し上げます。 

 

（委 員） 

 － 所在地についての説明 － 

 

補足説明資料の公図の写しをご覧ください。黒く色付けされた箇所が申請地になっていま

す。今回、確か●●●●にＮＴＴが新幹線対応５Ｇの電波塔の設置の案件の関係で申請に及

んだようです。 

今回の件に関しましては、委員会の対応で順次進めていくようなので、問題はありません。

事務局に補足説明をお願いし、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

（議 長） 

 ありがとうございました。事務局から補足説明をお願いします。 

 

（事務局） 

 補足説明資料をご覧ください。今回、４条の申請をいただいておりますが、申請の発端と

しては、先ほどのご説明のとおり、公図に●●●●という土地があり、こちらに携帯電話の

電波基地局を設けたいということです。そうしたところ、こちらの現地が農地利用されてい

ない事が発覚し、是正しなければ携帯基地局の手続きはできないということで、その前段と
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して農地転用の手続きをすることになりました。 

進入路の部分と●●●●という大きな部分についても農地でしたが、航空写真を見ると昭

和４５年以前から納屋や通路として使用されていたことが確認できましたので、追認という

形で今回の申請に及びました。追認であるため、雑排水等の発生はありません。 

 

（議 長） 

ただ今、担当委員さん、また事務局から説明があったとおりでございます。ただ今の説明

の内容につきまして、ご意見ご質問等ございますでしょうか。 

 

なし。 

 

（議 長） 

それでは質問がないようでございますので、採決をいたします。 

議案第３号の番号１について承認することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。 

全員の方賛成でございます。 

よって、議案第３号の番号１については承認をすることにいたします。 

ここで、暫時休憩といたします。 

 

休憩 

 

（議 長） 

休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

議案第 4号「農地法第５条第１項の規定による許可申請の許可」でございます。議案第４

号につきまして、事務局の朗読をお願いします。 

 

（事務局）― 議案第４号、議案書朗読 ― 

 

（議 長） 

議案第４号の番号１につきまして、担当地区委員から説明をお願い申し上げます。 

 

（委 員） 

 － 所在地についての説明 － 

 

譲渡人は高齢のため施設へ入所しており、息子さんも入退院を繰り返しているため、農地

の管理が難しく、貸すか売るかを検討し相手を探していたところ、譲受人が見つかって今回

の申請に及んだようです。補足説明を事務局にお願いします。 

 

（議 長） 

 ありがとうございました。事務局で補足説明はございますか。 
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（事務局） 

 補足説明資料をご覧ください。こちらは農業振興地域内でありますが除外がされています。

種別は２種農地です。 

資金計画・調達計画について、事務局の方で確認済みです。 

排水処理について、汚水雑排水は発生しません。雨水は敷地内浸透処理です。 

他、造成時に３００㎡以上の盛土を行う場合は市条例による届出又は県条例による許可が

必要の場合があります。 

５月１４日に現地確認を行きましたが、農地法等の違反及び事前着工はありません。 

 

（議 長） 

議案第４号の番号１については、ただ今、担当委員さん、また事務局から説明があったと

おりでございます。ただ今の説明につきまして、ご意見ご質問等ございますか。 

 

なし。 

 

（議 長） 

それでは質問がないようでございますので、採決をいたします。 

議案第４号の番号１について承認することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。 

全員の方賛成でございます。 

よって、議案第４号の番号１については承認をすることにいたします。 

続きまして、議案第４号の番号２について、担当地区委員の方から説明をお願いします。 

 

（委 員） 

－ 所在地についての説明 － 

 

譲受人は●●に家族３人で暮らしていますが、将来の生活や子育てを考え、自然の残る場

所を選定し、自身の住宅を構えたいということで探したところ、申請地を不動産屋に紹介さ

れ申請に及んだようです。事前着工等はありません。事務局から補足説明があればよろしく

お願いします。 

 

（議 長） 

 ありがとうございました。事務局で補足説明はございますか。 

 

（事務局） 

こちらは農業振興地域内でありますが、令和２年３月２３日の告示により除外がされてい

ます。土地の種別は２種農地です。 

資金計画・調達計画については、事務局の方で確認済みです。 

排水処理は、汚水雑排水は公共下水道へ接続します。雨水は敷地内浸透処理です。 

他、社会教育課で埋蔵文化財等の試掘調査を実施予定です。 
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５月１４日に現地確認を行ったが農地法等の違反及び事前着工はありません。 

 

（議 長） 

議案第４号の番号２につきましては、ただ今、担当地区委員さん、また事務局から説明が

あったとおりでございます。ただ今の内容につきまして、ご意見ご質問等はございますか。 

 

なし。 

 

（議 長） 

それでは質問がないようでございますので、採決をいたします。 

議案第４号の番号２について承認することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。 

全員の方賛成でございます。 

よって、議案第４号の番号２については承認をすることにいたします。 

続きまして、議案第４号の番号３について、担当地区委員の方から説明をお願いします。 

 

（委 員） 

－ 所在地についての説明 － 

 

昨日、譲渡人と譲受人に話を聞いたところ、一人暮らしになり申請地の管理ができなくな

って困っていたところ、申請地の隣を資材置き場兼駐車場としている譲受人が、大型車両が

通行・搬入できるように敷地拡張を希望し申請に及んだようです。以前は畑として耕作して

いたようですが、現在は耕すだけで適正管理をしています。 

事前着工等はありませんので問題はないと思いますが、事務局から補足説明があればよろ

しくお願いします。 

 

（議 長） 

 ありがとうございました。事務局で補足説明はございますか。 

 

（事務局） 

こちらは農業振興地域内ですが、平成３１年２月１２日の告示により除外がされています。

土地の種別は２種農地です。 

資金計画・調達計画について事務局の方で確認済みです。 

排水処理は、汚水雑排水は発生しません。雨水は敷地内浸透処理です。 

他、みどり環境課へ「蓮田市土砂等による土地の埋め立て等の規制に関する条例」による

届出が必要です。また、砂利敷き等をする場合は敷地外に流出しない対策が必要です。 

５月１４日に現地確認を行いましたが、農地法等の違反及び事前着工はありません。 

 

（議 長） 

議案第４号の番号３につきましては、ただ今、担当地区委員さん、また事務局から説明が
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あったとおりでございます。ただ今の内容につきまして、ご意見ご質問等はございますか。 

 

（委 員） 

費用は造成費のみで、土地代金はないのでしょうか。 

 

（事務局） 

通常、売買契約書を添付し審議しなければならないところ、こちらのミスで添付漏れが発

覚しましたので、これから確認を取ります。取り急ぎ、代理人に確認の電話をしますが、今

日これからとなると時間的に厳しいので、申し訳ありませんが、売買契約書が確認できた時

点で転用許可をしてよいか、ご審議いただけますでしょうか。 

 

（委 員） 

次回の総会で審議したらどうでしょう。 

 

（事務局） 

 既に、代理人に「許可見込みあり」と話をしてしまったので、次回ではなく確認が取れ次

第、許可をしてよいかをご審議いただけませんでしょうか。 

 

（議 長） 

 この件につきまして、不足している売買契約書が提出され条件が整った時点で許可を出す

という事について、ご意見等ございますか。このままでは審議できないとの意見があれば、

尊重したいと考えます。 

 

（委 員） 

 おそらく、譲受人は急いでいると思われます。売買契約書の確認が取れた時点で許可をす

るのは、やむを得ないのではないでしょうか。書類の確認を怠ったのはこちら側の責任なの

で、譲受人としては、提出を求められていない書類の不備で許可されない事を納得しないの

ではないでしょうか。 

 

（議 長） 

議案第４号の番号３について、ただ今のご意見にありましたように、売買契約書が提出さ

れた時点で許可をする、という条件付きで承認することに賛成の方は、挙手をお願いいたし

ます。  

全員の方賛成でございます。 

よって、議案第４号の番号３については承認をすることにいたします。 

続きまして、本日配布しました追加議案第１号「令和元年度の目標及びその達成に向けた

活動の点検・評価」及び「令和２年度の目標及びその達成に向けた活動計画」について、事

務局から説明をお願いします。 
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（事務局） ― 追加議案第１号、議案書朗読 ― 

 

 こちらの内容はご承認いただいた後、７月１日に公表することになっています。本日のご

承認が難しいようであれば、次回の総会までにご意見等をいただき、内容の修正等をさせて

いただきます。 

 

（議 長） 

 それでは、ただ今ご説明がございました内容につきまして、ご意見ご質問等ございますか 

私としましては、内容に不備があってはいけませんので、次回の総会までに各自内容をご

確認ください。ご意見等があれば直接事務局へ伝えていただき、再度次回の総会で審議した

らどうかと考えますが、いかがでしょうか。 

 

異議なし。 

 

（議 長） 

それでは採決をいたします。追加議案第１号について、次回の総会で審議することに賛成

の方は、挙手をお願いいたします。 

全員の方賛成でございます。 

よって、追加議案第１号については次回の総会で審議することにいたします。 

次に報告事項に入ります。報告１から報告２について、事務局より朗読と説明をよろしく

お願いいたします。 

 

（事務局）― 報告１から報告２朗読 ― 

 

（議 長） 

事務局の方で朗読いたしました報告１から報告２について、質問等がある方は挙手をお願

いします。 

特に質問が無いようですので、報告事項を終わります。 

以上で、本日の議案の審議並びに報告事項は、全て終了いたしました。この際、その他の

件について、委員からご発言があれば挙手をお願いいたします。 

 

なし。 

 

（議 長） 

それでは、本日は委員の皆様方の貴重なご意見及び慎重なるご審議等ご協力いただきまし

て、誠にありがとうございました。 

 

 


